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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末に用いられる画像表示方法であって、
　アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像のク
ラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得するステップと、
　前記類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って前記類似画像
集合の代表画像を取得するステップと、
　前記複数の類似画像集合の代表画像を表示するステップと、を含み、
　前記複数の類似画像集合の代表画像を表示するステップは、
　前記複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、前記複数の類
似画像集合の代表画像を回転して整列させるステップと、
　調整した代表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように、回転して整列された
代表画像毎を調整するステップと、
　調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示するステップと、を含むことを特徴と
する画像表示方法。
【請求項２】
　前記類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って前記類似画像
集合の代表画像を取得するステップは、
　前記類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よ
りも小さい光線品質パラメータの画像を前記類似画像集合から選択して第１の画像集合を
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取得するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の画像表示方法。
【請求項３】
　前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、顔角度が所定の角度範
囲内にある画像を前記第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取得するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項２に記載の画像表示方法。
【請求項４】
　前記第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基づいて、目非閉じ画像を前記
第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得するステップをさらに含むことを特徴
とする請求項３に記載の画像表示方法。
【請求項５】
　前記第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮
鋭度以上の画像を前記第３の画像集合から選択して前記類似画像集合の代表画像を取得す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の画像表示方法。
【請求項６】
　前記類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よ
りも小さい光線品質パラメータの画像を前記類似画像集合から選択して第１の画像集合を
取得するステップの前には、
　前記類似画像集合における複数枚の画像を階調図に変換するステップと、
　前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像に対応する階調図から、階調値が第１
の階調閾値よりも小さい画素点の第１の個数を特定し、かつ、階調値が第２の階調閾値よ
りも大きい画素点の第２の個数を特定するステップと、
　前記階調図における全ての画素点の個数である総個数に前記第１の個数が占める第１の
比例を特定し、かつ、当該総個数に前記第２の個数が占める第２の比例を特定するステッ
プと、
　前記第１の比例と前記第２の比例とに基づいて、前記画像の光線品質パラメータを特定
するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の画像表示方法。
【請求項７】
　前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、顔角度が所定の角度範
囲内にある画像を前記第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取得するステップの
前には、
　前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点を取得するステップと、
　前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像の中から、鼻を中心として左右対称で
ある特徴点である第１の特徴点および第２の特徴点を選択するステップと、
　前記第１の特徴点と所定の特徴点との第１の距離を特定し、かつ、前記第２の特徴点と
前記所定の特徴点との第２の距離を特定するステップと、
　前記第１の距離と前記第２の距離とに基づいて、前記画像の顔角度を特定するステップ
と、をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の画像表示方法。
【請求項８】
　前記第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮
鋭度以上の画像を前記第３の画像集合から選択して前記類似画像集合の代表画像を取得す
るステップの前には、
　前記第３の画像集合の複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像の顔領域に含まれて
いる画素点毎の画素値を取得するステップと、
　前記画素点毎の画素値に基づいて、前記顔領域の勾配累計値を特定するステップと、
　前記勾配累計値を前記画像の顔鮮鋭度として特定するステップと、をさらに含むことを
特徴とする請求項５に記載の画像表示方法。
【請求項９】
　前記類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダムに１枚または２枚選択して
表示することを特徴とする請求項１に記載の画像表示方法。
【請求項１０】
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　アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像のク
ラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得するためのクラスタリングモジュールと
、
　前記類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って前記類似画像
集合の代表画像を取得するための選別モジュールと、
　前記複数の類似画像集合の代表画像を表示するための表示モジュールと、を備え、
　前記表示モジュールは、
　前記複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、前記複数の類
似画像集合の代表画像を回転して整列させるための回転手段と、
　調整した代表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように、回転して整列された
代表画像毎を調整するための調整手段と、
　調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示するための表示手段と、を有すること
を特徴とする画像表示装置。
【請求項１１】
　前記選別モジュールは、
　前記類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よ
りも小さい光線品質パラメータの画像を前記類似画像集合から選択して第１の画像集合を
取得するための第１の選択手段を有することを特徴とする請求項１０に記載の画像表示装
置。
【請求項１２】
　前記選別モジュールは、
　前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、顔角度が所定の角度範
囲内にある画像を前記第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取得するための第２
の選択手段をさらに有することを特徴とする請求項１１に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　前記選別モジュールは、
　前記第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基づいて、目非閉じ画像を前記
第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得するための第３の選択手段をさらに有
することを特徴とする請求項１２に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　前記選別モジュールは、
　前記第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮
鋭度以上の画像を前記第３の画像集合から選択して前記類似画像集合の代表画像を取得す
るための第４の選択手段をさらに有することを特徴とする請求項１３に記載の画像表示装
置。
【請求項１５】
　前記選別モジュールは、
　前記類似画像集合における複数枚の画像を階調図に変換するための変換手段と、
　前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像に対応する階調図から、階調値が第１
の階調閾値よりも小さい画素点の第１の個数を特定し、かつ、階調値が第２の階調閾値よ
りも大きい画素点の第２の個数を特定するための第１の特定手段と、
　前記階調図における全ての画素点の個数である総個数に前記第１の個数が占める第１の
比例を特定し、かつ、当該総個数に前記第２の個数が占める第２の比例を特定するための
第２の特定手段と、
　前記第１の比例と前記第２の比例とに基づいて、前記画像の光線品質パラメータを特定
するための第３の特定手段と、をさらに有することを特徴とする請求項１１に記載の画像
表示装置。
【請求項１６】
　前記選別モジュールは、
　前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点を取得するための第１の取得手段
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と、
　前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像の中から、鼻を中心として左右対称で
ある特徴点である第１の特徴点および第２の特徴点を選択するための第５の選択手段と、
　前記第１の特徴点と所定の特徴点との第１の距離を特定し、かつ、前記第２の特徴点と
前記所定の特徴点との第２の距離を特定するための第４の特定手段と、
　前記第１の距離と前記第２の距離とに基づいて、前記画像の顔角度を特定するための第
５の特定手段と、をさらに有することを特徴とする請求項１２に記載の画像表示装置。
【請求項１７】
　前記選別モジュールは、
　前記第３の画像集合の複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像の顔領域に含まれて
いる画素点毎の画素値を取得するための第２の取得手段と、
　前記画素点毎の画素値に基づいて、前記顔領域の勾配累計値を特定するための第６の特
定手段と、
　前記勾配累計値を前記画像の顔鮮鋭度として特定するための第７の特定手段と、をさら
に有することを特徴とする請求項１４に記載の画像表示装置。
【請求項１８】
　前記類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダムに１枚または２枚選択して
表示することを特徴とする請求項１０に記載の画像表示装置。
【請求項１９】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像のク
ラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、
　類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って、前記類似画像集
合の代表画像を取得し、
　前記複数の類似画像集合の代表画像を表示するように構成され、
　前記複数の類似画像集合の代表画像を表示することは、
　前記複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、前記複数の類
似画像集合の代表画像を回転して整列させることと、
　調整した代表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように、回転して整列された
代表画像毎を調整することと、
　調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示することと、を含むことを特徴とする
画像表示装置。
【請求項２０】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の画
像表示方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、端末技術分野に関し、特に、画像表示方法、装置、プログラムおよび記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　端末技術の快速な発展に伴って、画像表示機能を有する端末、例えば、携帯電話、タブ
レットＰＣ、コンピュータなどが多く出現しており、これらの端末は、前記憶された複数
枚の画像を表示することができる。関連技術では、端末が記憶された複数枚の画像を表示
するとき、当該端末は、当該複数枚の画像の画像記憶時間に応じて、当該複数枚の画像を
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サムネイル図の形式で表示するが、当該複数枚の画像には、類似するまたは撮影品質が悪
い画像が存在している場合、画像表示画質が悪くなってしまう。よって、表示画質を向上
させる画像表示方法は、至急に求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　関連技術に存在している問題を克服するために、本開示は、画像表示方法、装置、プロ
グラムおよび記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の実施例の第１の態様によれば、画像表示方法を提供する。前記方法は、アルバ
ムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像のクラスタリ
ングを行って複数の類似画像集合を取得するステップと、前記類似画像集合のそれぞれに
おける複数枚の画像に対して選別を行って前記類似画像集合の代表画像を取得するステッ
プと、前記複数の類似画像集合の代表画像を表示するステップと、を含む。
【０００５】
　本開示の実施例では、当該端末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバム
における画像に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、
類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合
のうち画質が良い代表画像を取得し、当該複数の類似画像集合のうち画質が良い代表画像
を表示し、これによって、当該複数の類似画像集合の代表画像の表示効果が向上する。
【０００６】
　第１の態様と組み合わせて、上記第１の態様の第１種の可能な実現方式では、類似画像
集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って前記類似画像集合の代表画像
を取得するステップは、前記類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに
基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメータの画像を前記類似画像集合から選択
して第１の画像集合を取得するステップを含む。
【０００７】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質
パラメータに基づいて、当該類似画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、
当該複数枚の画像のうち光線品質が良い画像を取得することができ、これによって、第１
の画像集合は画像表示時に画像の黒過ぎまたは露出オーバーの課題の出現が回避され、画
像表示効果が向上する。
【０００８】
　第１の態様の第１種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第２種の可能
な実現方式では、前記方法は、前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づ
いて、顔角度が所定の角度範囲内にある画像を前記第１の画像集合から選択して第２の画
像集合を取得するステップをさらに含む。
【０００９】
　本開示の実施例では、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基
づいて、第１の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画像
のうち顔角度が比較的に正面の画像を取得し、これによって、第２の画像集合は画像表示
時に顔のポーズがあまり正面ではないとの問題の出現が回避され、選択された画像がより
ユーザの視覚需要に接近し、画像表示効果が向上する。
【００１０】
　第１の態様の第２種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第３種の可能
な実現方式では、前記方法は、前記第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基
づいて、目非閉じ画像を前記第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得するステ
ップをさらに含む。
【００１１】
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　本開示の実施例では、当該端末は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に
基づいて、第２の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画
像のうち目非閉じ画像を取得することができ、これによって、第３の画像集合は画像表示
時に目閉じの課題の出現が回避され、選択された画像の表示効果が向上する。
【００１２】
　第１の態様の第３種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第４種の可能
な実現方式では、前記方法は、前記第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基
づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を前記第３の画像集合から選択して前記類似
画像集合の代表画像を取得するステップをさらに含む。
【００１３】
　本開示の実施例では、当該端末は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に
基づいて、第３の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画
像のうち顔鮮鋭度が良い画像を取得することができ、これによって、代表画像は表示時の
画像鮮鋭度が向上する。
【００１４】
　第１の態様の第１種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第５種の可能
な実現方式では、前記類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づい
て、光線閾値よりも小さい光線品質パラメータの画像を前記類似画像集合から選択して第
１の画像集合を取得するステップの前には、前記類似画像集合における複数枚の画像を階
調図に変換するステップと、前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像に対応する
階調図から、階調値が第１の階調閾値よりも小さい画素点の第１の個数を特定し、かつ、
階調値が第２の階調閾値よりも大きい画素点の第２の個数を特定するステップと、前記階
調図における全ての画素点の個数である総個数に前記第１の個数が占める第１の比例を特
定し、かつ、当該総個数に前記第２の個数が占める第２の比例を特定するステップと、前
記第１の比例と前記第２の比例とに基づいて、前記画像の光線品質パラメータを特定する
ステップと、をさらに含む。
【００１５】
　本開示の実施例では、当該端末は、画像の光線品質パラメータを特定し、当該類似画像
集合における複数枚の画像に対して顔角度を選別して、当該複数枚の画像のうち光線品質
が良い画像を取得することができ、これによって、第１の画像集合は画像表示時に画像の
黒過ぎまたは露出オーバーの課題の出現が回避され、画像表示効果が向上する。
【００１６】
　第１の態様の第２種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第６種の可能
な実現方式では、前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、顔角度
が所定の角度範囲内にある画像を前記第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取得
するステップの前には、前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点を取得する
ステップと、前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像の中から、鼻を中心として
左右対称である特徴点である第１の特徴点および第２の特徴点を選択するステップと、前
記第１の特徴点と所定の特徴点との第１の距離を特定し、かつ、前記第２の特徴点と前記
所定の特徴点との第２の距離を特定するステップと、前記第１の距離と前記第２の距離と
に基づいて、前記画像の顔角度を特定するステップと、をさらに含む。
【００１７】
　本開示の実施例では、当該端末は、画像の顔角度を特定し、第１の画像集合における複
数枚の画像に対して顔角度を選別して、当該複数枚の画像のうち顔角度が比較的に正面の
画像を取得することができ、これによって、第２の画像集合は画像表示時に顔のポーズが
正面ではないとの問題の出現が回避され、選択された画像がよりユーザの視覚需要に接近
し、画像表示効果が向上する。
【００１８】
　第１の態様の第４種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第７種の可能
な実現方式では、前記第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔鮮
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鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を前記第３の画像集合から選択して前記類似画像集合の代
表画像を取得するステップの前には、前記第３の画像集合の複数枚の画像のそれぞれにつ
いて、前記画像の顔領域に含まれている画素点毎の画素値を取得するステップと、前記画
素点毎の画素値に基づいて、前記顔領域の勾配累計値を特定するステップと、前記勾配累
計値を前記画像の顔鮮鋭度として特定するステップと、をさらに含む。
【００１９】
　本開示の実施例では、当該端末は、画像の顔鮮鋭度を特定し、第３の画像集合における
複数枚の画像に対して顔鮮鋭度を選別して、当該複数枚の画像のうち顔鮮鋭度が良い画像
を取得することで、代表画像は表示時の画像鮮鋭度が向上する。
【００２０】
　第１の態様と組み合わせて、上記第１の態様の第８種の可能な実現方式では、前記複数
の類似画像集合の代表画像を表示するステップは、前記複数の類似画像集合の代表画像に
おける顔方向を同じにするように、前記複数の類似画像集合の代表画像を回転して整列さ
せるステップと、調整した代表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように、回転
して整列された代表画像毎を調整するステップと、調整された代表画像を所定の動的表示
形態で表示するステップと、を含む。
【００２１】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該複数の類似画像集合の代表画像を回転及び調整
し、かつ、調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示することで、表示形態が豊富
となり、代表画像の表示効果が向上する。
【００２２】
　第１の態様の第８種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第１の態様の第９種の可能
な実現方式では、前記類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダムに１枚また
は２枚選択して表示する。
【００２３】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、
ランダムに１枚または２枚選択して表示し、これによって、類似する複数枚の代表画像は
表示時に単調であるとの課題が回避される。
【００２４】
　本開示の実施例の第２の態様によれば、画像表示装置を提供する。前記装置は、アルバ
ムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像のクラスタリ
ングを行って複数の類似画像集合を取得するためのクラスタリングモジュールと、前記類
似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って前記類似画像集合の代
表画像を取得するための選別モジュールと、前記複数の類似画像集合の代表画像を表示す
るための表示モジュールと、を備える。
【００２５】
　第２の態様と組み合わせて、上記第２の態様の第１種の可能な実現方式では、前記選別
モジュールは、前記複数の類似画像集合のそれぞれについて、前記類似画像集合における
複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメー
タの画像を前記類似画像集合から選択して第１の画像集合を取得するための第１の選択手
段を有する。
【００２６】
　第２の態様の第１種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第２種の可能
な実現方式では、前記選別モジュールは、前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔
角度に基づいて、顔角度が所定の角度範囲内にある画像を前記第１の画像集合から選択し
て第２の画像集合を取得するための第２の選択手段をさらに有する。
【００２７】
　第２の態様の第２種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第３種の可能
な実現方式では、前記選別モジュールは、前記第２の画像集合における複数枚の画像の眼
部特徴に基づいて、目非閉じ画像を前記第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取
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得するための第３の選択手段をさらに有する。
【００２８】
　第２の態様の第３種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第４種の可能
な実現方式では、前記選別モジュールは、前記第３の画像集合における複数枚の画像の顔
鮮鋭度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を前記第３の画像集合から選択し
て前記類似画像集合の代表画像を取得するための第４の選択手段をさらに有する。
【００２９】
　第２の態様の第１種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第５種の可能
な実現方式では、前記選別モジュールは、前記類似画像集合における複数枚の画像を階調
図に変換するための変換手段と、前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記画像に対応
する階調図から、階調値が第１の階調閾値よりも小さい画素点の第１の個数を特定し、か
つ、階調値が第２の階調閾値よりも大きい画素点の第２の個数を特定するための第１の特
定手段と、前記階調図における全ての画素点の個数である総個数に前記第１の個数が占め
る第１の比例を特定し、かつ、当該総個数に前記第２の個数が占める第２の比例を特定す
るための第２の特定手段と、前記第１の比例と前記第２の比例とに基づいて、前記画像の
光線品質パラメータを特定するための第３の特定手段と、をさらに有する。
【００３０】
　第２の態様の第２種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第６種の可能
な実現方式では、前記選別モジュールは、前記第１の画像集合における複数枚の画像の顔
特徴点を取得するための第１の取得手段と、前記複数枚の画像のそれぞれについて、前記
画像の中から、鼻を中心として左右対称である特徴点である第１の特徴点および第２の特
徴点を選択するための第５の選択手段と、前記第１の特徴点と所定の特徴点との第１の距
離を特定し、かつ、前記第２の特徴点と前記所定の特徴点との第２の距離を特定するため
の第４の特定手段と、前記第１の距離と前記第２の距離とに基づいて、前記画像の顔角度
を特定するための第５の特定手段と、をさらに有する。
【００３１】
　第２の態様の第４種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第７種の可能
な実現方式では、前記選別モジュールは、前記第３の画像集合の複数枚の画像のそれぞれ
について、前記画像の顔領域に含まれている画素点毎の画素値を取得するための第２の取
得手段と、前記画素点毎の画素値に基づいて、前記顔領域の勾配累計値を特定するための
第６の特定手段と、前記勾配累計値を前記画像の顔鮮鋭度として特定するための第７の特
定手段と、をさらに有する。
【００３２】
　第２の態様と組み合わせて、上記第２の態様の第８種の可能な実現方式では、前記表示
モジュールは、前記複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、
前記複数の類似画像集合の代表画像を回転して整列させるための回転手段と、調整した代
表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように、回転して整列された代表画像毎を
調整するための調整手段と、調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示するための
表示手段と、を有する。
【００３３】
　第２の態様の第８種の可能な実現方式と組み合わせて、上記第２の態様の第９種の可能
な実現方式では、前記類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダムに１枚また
は２枚選択して表示する。
【００３４】
　本開示の実施例の第３の態様によれば、画像表示装置を提供する。前記装置は、プロセ
ッサと、プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、前記プロセッ
サは、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像
のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、前記類似画像集合のそれぞれに
おける複数枚の画像に対して選別を行って、前記類似画像集合の代表画像を取得し、前記
複数の類似画像集合の代表画像を表示するように構成される。
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【００３５】
　本開示の実施例の第４の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、本開示の
実施例の第１の態様に記載の画像表示方法を実現するプログラムを提供する。
【００３６】
　本開示の実施例の第５の態様によれば、本開示の実施例の第４の態様に記載のプログラ
ムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の実施例で提供される技術案は、下記の格別な効果を含むことができる。当該端
末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像に対して類似画像
のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、類似画像集合のそれぞれにおけ
る複数枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合のうち画質が良い代表画像を取
得し、当該複数の類似画像集合のうち画質が良い代表画像を表示し、これによって、当該
複数の類似画像集合の代表画像の表示効果が向上する。
【００３８】
　なお、前記一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的で解釈的な記載であり
、本発明を限定しない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
　ここでの図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に該当する実
施例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈する。
【図１】ある例示的な実施例に係る画像表示方法を示すフローチャートである。
【図２】ある例示的な実施例に係る別の画像表示方法を示すフローチャートである。
【図３】ある例示的な実施例に係る顔特徴点の分布を示す模式図である。
【図４】ある例示的な実施例に係る画像表示装置を示すブロック図である。
【図５】ある例示的な実施例に係る第１の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図６】ある例示的な実施例に係る第２の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図７】ある例示的な実施例に係る第３の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図８】ある例示的な実施例に係る第４の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図９】ある例示的な実施例に係る第５の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図１０】ある例示的な実施例に係る第６の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図１１】ある例示的な実施例に係る第７の種選別モジュールを示すブロック図である。
【図１２】ある例示的な実施例に係る表示モジュールを示すブロック図である。
【図１３】ある例示的な実施例に係る別の画像表示装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、例示的な実施例を詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の記載が図面に関
わる場合、特に別の説明がない限り、異なる図面における同一符号は、同じ又は類似する
要素を示す。以下の例示的な実施形態に記載の実施例は、本発明と一致する全ての実施例
を代表するものではない。即ち、それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある側面に
一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００４１】
　図１は、ある例示的な実施例に係る画像表示方法を示すフローチャートであり、図１に
示すように、当該方法は、端末に用いられ、以下のステップを含む。
【００４２】
　ステップ１０１では、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像
に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得する。
【００４３】
　ステップ１０２では、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行
って、当該類似画像集合の代表画像を取得する。
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【００４４】
　ステップ１０３では、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示する。
【００４５】
　本開示の実施例では、当該端末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバム
における画像に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、
類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合
のうち画質が良い代表画像を取得し、当該複数の類似画像集合のうち画質が良い代表画像
を表示し、これによって、当該複数の類似画像集合の代表画像の表示効果が向上する。
【００４６】
　本開示の別の実施例では、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別
を行って、当該類似画像集合の代表画像を取得するステップは、当該類似画像集合におけ
る複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメ
ータの画像を当該類似画像集合から選択して第１の画像集合を取得するステップを含む。
【００４７】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質
パラメータに基づいて、当該類似画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、
当該複数枚の画像のうち光線品質が良い画像を取得することができ、これによって、第１
の画像集合は画像表示時に画像の黒過ぎまたは露出オーバーの課題の出現が回避され、画
像表示効果が向上する。
【００４８】
　本開示の別の実施例では、当該方法は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度
に基づいて、顔角度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の
画像集合を取得するステップをさらに含む。
【００４９】
　本開示の実施例では、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基
づいて、第１の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画像
のうち顔角度が比較的に正面の画像を取得し、これによって、第２の画像集合は画像表示
時に顔のポーズがあまり正面ではないとの問題の出現が回避され、選択された画像がより
ユーザの視覚需要に接近し、画像表示効果が向上する。
【００５０】
　本開示の別の実施例では、当該方法は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特
徴に基づいて、目非閉じ画像を第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得するス
テップをさらに含む。
【００５１】
　本開示の実施例では、当該端末は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に
基づいて、第２の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画
像のうち目非閉じ画像を取得することができ、これによって、第３の画像集合は画像表示
時に目閉じの課題の出現が回避され、選択された画像の表示効果が向上する。
【００５２】
　本開示の別の実施例では、当該方法は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭
度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して、当該
類似画像集合の代表画像を取得するステップをさらに含む。
【００５３】
　本開示の実施例では、当該端末は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に
基づいて、第３の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画
像のうち顔鮮鋭度が良い画像を取得することができ、これによって、代表画像は表示時の
画像鮮鋭度が向上する。
【００５４】
　本開示の別の実施例では、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメー
タに基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメータの画像を当該類似画像集合から
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選択して第１の画像集合を取得するステップの前には、当該方法は、当該類似画像集合に
おける複数枚の画像を階調図に変換するステップと、当該複数枚の画像のそれぞれについ
て、当該画像に対応する階調図の中から、階調値が第１の階調閾値よりも小さい画素点の
第１の個数を特定し、かつ、階調値が第２の階調閾値よりも大きい画素点の第２の個数を
特定するステップと、当該階調図における全ての画素点の個数である総個数に第１の個数
が占める第１の比例を特定し、かつ、当該総個数に第２の個数が占める第２の比例を特定
するステップと、第１の比例と第２の比例とに基づいて、当該画像の光線品質パラメータ
を特定するステップと、をさらに含む。
【００５５】
　本開示の実施例では、当該端末は、画像の光線品質パラメータを特定し、当該類似画像
集合における複数枚の画像に対して顔角度を選別して、当該複数枚の画像のうち光線品質
が良い画像を取得することができ、これによって、第１の画像集合は画像表示時に画像の
黒過ぎまたは露出オーバーの課題の出現が回避され、画像表示効果が向上する。
【００５６】
　本開示の別の実施例では、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、
顔角度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取
得するステップの前には、当該方法は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点
を取得するステップと、当該複数枚の画像のそれぞれについて、当該画像の中から、鼻を
中心として左右対称である特徴点である第１の特徴点および第２の特徴点を選択するステ
ップと、第１の特徴点と当該所定の特徴点との第１の距離を特定し、かつ、第２の特徴点
と当該所定の特徴点との第２の距離を特定するステップと、第１の距離と第２の距離とに
基づいて、当該画像の顔角度を特定するステップと、をさらに含む。
【００５７】
　本開示の実施例では、当該端末は、画像の顔角度を特定し、第１の画像集合における複
数枚の画像に対して顔角度を選別して、当該複数枚の画像のうち顔角度が比較的に正面の
画像を取得することができ、これによって、第２の画像集合は画像表示時に顔のポーズが
正面ではないとの問題の出現が回避され、選択された画像がよりユーザの視覚需要に接近
し、画像表示効果が向上する。
【００５８】
　本開示の別の実施例では、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて
、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して、当該類似画像集合
の代表画像を取得するステップの前には、当該方法は、第３の画像集合の複数枚の画像の
それぞれについて、当該画像の顔領域に含まれている画素点毎の画素値を取得するステッ
プと、画素点毎の画素値に基づいて、当該顔領域の勾配累計値を特定するステップと、当
該勾配累計値を当該画像の顔鮮鋭度として特定するステップと、をさらに含む。
【００５９】
　本開示の実施例では、当該端末は、画像の顔鮮鋭度を特定し、第３の画像集合における
複数枚の画像に対して顔鮮鋭度を選別して、当該複数枚の画像のうち顔鮮鋭度が良い画像
を取得することで、代表画像は表示時の画像鮮鋭度が向上する。
【００６０】
　本開示の別の実施例では、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示するステップは、
当該複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、当該複数の類似
画像集合の代表画像を回転して整列させるステップと、調整した代表画像毎における顔領
域のサイズを等しくするように、回転して整列された代表画像毎を調整するステップと、
調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示するステップと、を含む。
【００６１】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該複数の類似画像集合の代表画像を回転及び調整
し、かつ、調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示することで、表示形態が豊富
となり、代表画像の表示効果が向上する。
【００６２】
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　本開示の別の実施例では、当該類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダム
に１枚または２枚選択して表示する。
【００６３】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、
ランダムに１枚または２枚選択して表示し、これによって、類似する複数枚の代表画像は
表示時に単調であるとの課題が回避される。
【００６４】
　上記全ての好ましい技術案は、任意の組合せによって本開示の好ましい実施例を形成す
ることができ、本開示の実施例では、これらを一々説明しない。
【００６５】
　図２は、ある例示的な実施例に係る画像表示方法を示すフローチャートであり、図２に
示すように、当該方法は、端末に用いられ、以下のステップを含む。
【００６６】
　ステップ２０１では、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバムにおける画像
に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得する。
【００６７】
　当該端末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、当該アルバムにおける全ての画
像に対して類似画像をクラスタリングし、すなわち、当該端末は、当該アルバムにおける
類似するまたは同じ複数枚の画像を１つの集合に分割し、これによって、当該アルバムを
複数の集合に分割し、当該複数の集合が複数の類似画像集合である。
【００６８】
　なお、当該アルバムを開く旨の指令は、当該アルバムを開けるためのものであり、当該
アルバムを開く旨の指令は、ユーザによってトリガされても良く、当該ユーザは、所定の
操作によってトリガしても良く、当該所定の操作は、クリック操作、スライド操作、音声
操作などであっても良く、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【００６９】
　また、当該端末による当該アルバムにおける画像に対する類似画像クラスタリングの具
体的な操作は、類似クラスタリングなどの関連技術を参照しても良いが、本開示の実施例
では、これを詳細に記述しない。
【００７０】
　ステップ２０２では、当該端末は、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像につ
いて、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾
値よりも小さい光線品質パラメータの画像を当該類似画像集合から選択して第１の画像集
合を取得する。
【００７１】
　当該類似画像集合に含まれている複数枚の画像には、光線が暗いまたは明るい画像が存
在している可能性があり、すなわち、当該類似画像集合に含まれている複数枚の画像には
、黒過ぎまたは曝光過度の画像が存在している可能性があるため、当該類似画像集合から
、光線品質が良い画像を選択するために、当該端末は、当該類似画像集合における複数枚
の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメータの画
像を当該類似画像集合から選択して第１の画像集合を取得する必要がある。
【００７２】
　なお、当該光線閾値を予め設けても良く、かつ、当該光線閾値が０よりも大きく且１よ
りも小さく、例えば、当該光線閾値が０.８、０.９などであってもよく、本開示の実施例
では、これを具体的に限定しない。
【００７３】
　例えば、当該類似画像集合は５枚の画像を含み、かつ、当該５枚の画像はそれぞれ画像
１、画像２、画像３、画像４及び画像５であり、画像１に対応する光線品質パラメータが
０.２６であり、画像２に対応する光線品質パラメータが０.４であり、画像３に対応する
光線品質パラメータが０.７であり、画像４に対応する光線品質パラメータが０.３であり
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、画像５に対応する光線品質パラメータが０.９であり、当該光線閾値が０.８である。当
該端末は、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、当
該類似画像集合の中から、選択光線品質パラメータが光線閾値０.８よりも小さい画像、
すなわち、画像１、画像２、画像３及び画像４を選択し、これによって、当該端末は、当
該類似画像集合のうち光線品質パラメータを満たす画像を画像１、画像２、画像３及び画
像４として特定して、第１の画像集合を取得する。
【００７４】
　さらに、当該端末は、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに
基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメータの画像を当該類似画像集合から選択
して第１の画像集合を取得する前には、さらに、当該類似画像集合における複数枚の画像
の光線品質パラメータを特定しても良く、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線
品質パラメータを特定する操作は、当該類似画像集合における複数枚の画像を階調図に変
換すること、当該複数枚の画像のそれぞれについて、当該端末が、当該画像に対応する階
調図の中から、階調値が第１の階調閾値よりも小さい画素点の第１の個数を特定し、かつ
、階調値が第２の階調閾値よりも大きい画素点の第２の個数を特定すること、当該端末が
、当該階調図における全ての画素点の個数である総個数に第１の個数が占める第１の比例
を特定し、かつ、当該総個数に第２の個数が占める第２の比例を特定すること、当該端末
が第１の比例と第２の比例とに基づいて、当該画像の光線品質パラメータを特定すること
であっても良い。
【００７５】
　ただし、当該端末は、第１の比例と第２の比例とに基づいて、当該画像の光線品質パラ
メータを特定する時、第１の比例と第２の比例とのうちの少なくとも１つを当該画像の光
線品質パラメータとして特定しても良く、当然ながら、当該端末は、さらに、第１の比例
と第２の比例の中から、１つの最大値を選択して、選択された最大値を当該画像の光線品
質パラメータとして特定しても良く、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【００７６】
　なお、第１の階調閾値と第２の階調閾値を予め設けても良く、かつ、第２の階調閾値が
第１の階調閾値よりも大きく、例えば、第１の階調閾値が３０であり、第２の階調閾値が
２００であっても良く、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【００７７】
　例えば、第１の階調閾値が３０であり、第２の階調閾値が２００であれば、当該端末は
、当該類似画像集合における複数枚の画像を階調図に変換し、当該複数枚の画像のうちの
画像１について、当該画像１の階調図における全ての画素点の総個数が１０００であり、
当該端末は、当該画像１に対応する階調図の中から、階調値が第１の階調閾値３０よりも
小さい画素点の第１の個数を１５０として特定し、かつ、階調値が第２の階調閾値２００
よりも大きい画素点の第２の個数を２６０として特定し、総個数１０００に第１の１５０
が占める第１の比例を０.１５として特定し、かつ、総個数に第２の個数２６０が示す第
２の比例を０.２６として特定する。仮に、当該端末は、第１の比例と第２の比例のうち
最大値を当該画像の光線品質パラメータとして特定した場合、第１の比例が第２の比例よ
りも小さいため、第２の比例０.２６を当該画像１の光線品質パラメータとして特定して
も良い。
【００７８】
　本開示の実施例では、当該端末は、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質
パラメータに基づいて、当該類似画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、
当該複数枚の画像のうち光線品質が良い画像を取得することができ、これによって、第１
の画像集合は画像表示時に画像の黒過ぎまたは露出オーバーの課題の出現が回避され、画
像表示効果が向上する。
【００７９】
　ステップ２０３では、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、顔角
度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取得す
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る。
【００８０】
　第１の画像集合に含まれている複数枚の画像には、顔のポーズが正面ではない画像が存
在している可能性があるので、当該複数枚の画像には、顔のポーズが正面ではない画像が
存在している場合、当該複数枚の画像を表示すると、当該複数枚の画像の表示画質が影響
されるため、画像における顔のポーズが正面であるか否かを判定することは、当該画像に
おける顔角度に基づき行われても良いため、第１の画像集合から、顔のポーズが比較的に
正面である画像を選択するために、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の
顔角度に基づいて、顔角度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して
、第２の画像集合を取得する必要がある。
【００８１】
　例えば、画像１の顔角度が５度であり、画像２の顔角度が３０度であり、画像３の顔角
度が２０度であり、画像４の顔角度が６０度であり、当該所定の角度範囲が０～４５度で
あれば、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、第１の
画像集合の中から、顔角度が所定の角度範囲０～４５度内にある画像、すなわち、画像１
、画像２及び画像３を選択して第２の画像集合を取得する。
【００８２】
　さらに、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、顔角
度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取得す
る前には、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度を特定しても良く、第１の画像
集合における複数枚の画像の顔角度を特定する操作は、当該端末が、第１の画像集合にお
ける複数枚の画像の顔特徴点を取得すること、当該複数枚の画像のそれぞれについて、当
該画像の中から、鼻を中心として左右対称である特徴点である第１の特徴点および第２の
特徴点を選択すること、第１の特徴点と所定の特徴点との第１の距離を特定し、かつ、第
２の特徴点と当該所定の特徴点との第２の距離を特定すること、第１の距離と第２の距離
とに基づいて、当該画像の顔角度を特定するであっても良い。
【００８３】
　ただし、当該所定の特徴点は、１つの特徴点であっても良いし、２つの特徴点であって
も良い。当該所定の特徴点は１つの特徴点である場合、当該顔の左右対称線上、すなわち
、鼻子が所在する直線上にあっても良く、例えば、当該画像の顔特徴点は図３に示されて
いるように、鼻先に対応する特徴点Ｇ１４か、唇の中間位置の特徴点Ｂ１２、Ｂ１５か、
または顎中心位置の特徴点Ａ１５などであっても良い。当該所定の特徴点が２つの特徴点
である場合、当該２つの特徴点は、鼻子を中心として左右対称である特徴点であり、例え
ば、当該所定の特徴点は、左眼下半部分の中心位置の特徴点Ｃ１２と右眼下半部分の中心
位置の特徴点Ｄ１２であっても良く、または左眼上半部分の中心位置の特徴点Ｃ１５と右
眼上半部分の中心位置の特徴点Ｄ１５などであっても良く、本開示の実施例では、これを
具体的に限定しない。また、第１の特徴点と第２の特徴点が鼻子を中心として左右対称で
ある特徴点であるため、算出の便利のため、第１の特徴点と第２の特徴点を顔輪郭点とし
て特定しても良く、例えば、第１の特徴点を図３における特徴点Ａ１１とし、第２の特徴
点を図３における特徴点Ａ１９とするが、本開示の実施例では、同様にこれを具体的に限
定しない。
【００８４】
　当該所定の特徴点が１つの特徴点である場合、当該端末が第１の距離と第２の距離を特
定する操作は、当該端末が第１の特徴点と当該所定の特徴点との距離を第１の距離とし、
第２の特徴点と当該所定の特徴点との距離を第２の距離として特定することであっても良
い。
【００８５】
　当該所定の特徴点が２つの特徴である場合、記述の便利のため、仮に第１の特徴点が鼻
子左側にあり、第２の特徴点が鼻子右側にあるとすれば、当該端末が第１の距離と第２の
距離を特定する操作は、当該端末が鼻子左側にある所定の特徴点と第１の特徴点との距離
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を第１の距離として特定し、鼻子右側にある所定の特徴点と第２の特徴点との距離を第２
の距離として特定することであっても良い。
【００８６】
　また、当該端末は第１の距離と第２の距離とに基づいて、当該画像の顔角度を特定する
時、第１の距離を第２の距離で除して第３の比例を取得しても良く、第３の比例に基づい
て、記憶された比例と顔角度との対応関係から、対応する顔角度を取得し、取得された顔
角度を当該画像の顔角度として特定する。
【００８７】
　例えば、当該所定の特徴点が１つの特徴点であり、当該所定の特徴点が鼻先に対応する
特徴点Ｇ１４であり、当該端末は、第１の画像集合における画像１の顔特徴点を取得し、
図３に示すように、当該画像１の顔特徴点の中から選択された第１の特徴点が左顔部輪郭
の特徴点Ａ１１であり、第２の特徴点が右顔部輪郭の特徴点Ａ１９であり、第１の特徴点
Ａ１１と第２の特徴点Ａ１９とが鼻子を中心として左右対称であり、当該端末は、第１の
特徴点Ａ１１と所定の特徴点Ｇ１４との第１の距離を３６ｍｍとして、第２の特徴点のＡ
１９点と当該所定の特徴点Ｇ１４との第２の距離を４０ｍｍとして特定した後、第１の距
離３６ｍｍを第２の距離４０ｍｍで除して第３の比例である０.９を取得し、第３の比例
０.９に基づいて、下記の表１に示す比例と顔角度との対応関係から、対応する顔角度の
５度を取得し、取得された顔角度の５度を当該画像の顔角度として特定する。
【００８８】
【表１】

　なお、本開示の実施例では、単に上記表１に示す比例と顔角度との対応関係を例として
説明したが、上記表１は、本開示の実施例を限定しない。
【００８９】
　また、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点を取得する時、Ｓ
ＤＭ（Ｓｐａｒｓｅ Ｄｅｆｏｒｍｉｎｇ Ｍｏｄｅｌ、スパース変形モデル）アルゴリズ
ムによって当該複数枚の画像の顔特徴点を取得しても良く、当然ながら、実際の応用では
、当該端末は、さらに、他のアルゴリズム、例えば、ＡＳＭ（Ａｃｔｉｖｅ Ｓｈａｐｅ 
Ｍｏｄｅｌ、アクティブ形状モジュール）アルゴリズム、ＡＡＭ（Ａｃｔｉｖｅ Ａｐｐ
ｅａｒａｎｃｅ Ｍｏｄｅｌ、アクティブ外観モデル）アルゴリズムによって当該複数枚
の画像の顔特徴点を取得しても良く、上記アルゴリズムによって当該複数枚の画像の顔特
徴点を取得する具体的な操作は、顔特徴点識別などの関連技術を参照しても良いが、本開
示の実施例では、これを詳細に記述しない。
【００９０】
　本開示の実施例では、当該端末は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基
づいて、第１の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画像
のうち顔角度が比較的に正面の画像を取得し、これによって、第２の画像集合は画像表示
時に顔のポーズがあまり正面ではないとの問題の出現が回避され、選択された画像がより
ユーザの視覚需要に接近し、画像表示効果が向上する。
【００９１】
　ステップ２０４では、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基づいて、目
非閉じ画像を第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得する。
【００９２】



(16) JP 6357589 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

　当該第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴が目閉じである可能性があり、目
非閉である可能性もあるので、当該複数枚の画像には目閉じ画像が存在している場合、当
該複数枚の画像を表示すると、当該複数枚の画像の表示画質が影響されるため、当該端末
は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基づいて、目非閉じ画像を第２の
画像集合から選択して第３の画像集合を取得する必要がある。
【００９３】
　当該端末が第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基づいて、第２の画像集
合の中から、目非閉じ画像を選択する操作は、当該端末は、当該複数枚の画像のそれぞれ
について、当該画像の眼部特徴点を取得し、かつ、当該画像の全ての眼部特徴点に基づい
て、所定の分類器、特定分類結果によって、当該分類結果が第１の数値である場合、当該
画像を目閉じ画像として特定し、当該分類結果が第２の数値である場合、当該画像を目非
閉じ画像として特定することであっても良い。
【００９４】
　なお、第１の数値と第２の数値を予め設けても良く、かつ、第１の数値と第２の数値と
が等しくなく、例えば、第１の数値が１であっても良く、第２の数値が０などであっても
良く、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【００９５】
　また、当該端末は当該所定の分類器を用いて当該画像が目閉じ画像か目非閉じ画像かを
判定する具体的な操作は、関連技術を参照しても良く、本開示の実施例では、これを詳細
に記述しない。
【００９６】
　例えば、第１の数値が１であり、第２の数値が０であり、当該端末は、第２の画像集合
における画像１と画像２の眼部特徴点を取得し、当該画像１の全ての眼部特徴点に基づい
て、当該所定の分類器によって、当該画像１の分類結果を０として特定して、画像１を目
非閉じ画像として特定し、画像２の全ての眼部特徴点に基づいて、当該所定の分類器によ
って、当該画像２の分類結果を１として特定して、当該画像２を目閉じ画像として特定し
、画像３の全ての眼部特徴点に基づいて、当該所定の分類器によって、当該画像３の分類
結果を０として特定して、当該画像３を目非閉じ画像として特定し、第２の画像集合の中
から、目非閉じ画像、すなわち、画像１と画像３を選択して第３の画像集合を取得する。
【００９７】
　本開示の実施例では、当該端末は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に
基づいて、第２の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画
像のうち目非閉じ画像を取得することができ、これによって、第３の画像集合は画像表示
時に目閉じの課題の出現が回避され、選択された画像の表示効果が向上する。
【００９８】
　ステップ２０５では、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔
鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して類似画像集合の代表画像
を取得する。
【００９９】
　第３の画像集合における複数枚の画像には、顔ぼけの画像が存在している可能性がある
ので、当該複数枚の画像には、顔ぼけの画像が存在している場合、当該複数枚の画像を表
示すると、当該複数枚の画像の表示画質が影響されるため、第３の画像集合の中から、顔
がはっきりしている画像を選択するために、当該端末は、第３の画像集合における複数枚
の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から
選択して当該類似画像集合の代表画像を取得する。
【０１００】
　なお、当該所定の鮮鋭度は、当該複数枚の画像の顔がはっきりしているか否かを判定す
るためのものであり、かつ、予め設けられてもよく、例えば、１８０、２００などであっ
てもよく、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【０１０１】
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　例えば、画像１の顔鮮鋭度が８０であり、画像２の顔鮮鋭度が２００であり、当該所定
の鮮鋭度が１８０であれば、当該端末は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭
度に基づいて、第３の画像集合から、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度１８０以上の画像すなわち
画像１を選択して当該類似画像集合の代表画像すなわち画像１を取得する。
【０１０２】
　さらに、当該端末は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて、顔
鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して類似画像集合の代表画像
を取得する前には、さらに、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度を特定して
も良く、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度を特定する操作は、第３の画像
集合の複数枚の画像のそれぞれについて、当該画像の顔領域に含まれている画素点毎の画
素値を取得すること、画素点毎の画素値に基づいて、当該顔領域の勾配累計値を特定する
こと、当該勾配累計値を当該画像の顔鮮鋭度として特定することであっても良い。
【０１０３】
　ただし、当該端末が第３の画像集合の複数枚の画像のそれぞれについて、当該画像の顔
領域に含まれている画素点毎の画素値を取得する操作は、当該端末が第３の画像集合の複
数枚の画像のそれぞれについて、当該画像に対して顔を検出し、検出された顔領域を当該
画像の顔領域として特定し、特定の顔領域に基づいて、当該顔領域に含まれている画素点
毎の画素値を取得することであっても良い。
【０１０４】
　なお、当該端末が当該画像に対して顔を検出する具体的な操作は、顔検出などの関連技
術を参照しても良く、本開示の実施例では、これを詳細に記述しない。
【０１０５】
　また、当該端末が画素点毎の画素値に基づいて、当該顔領域の勾配累計値を特定する操
作は、当該端末は、当該顔領域の水平方向に順次隣接する２つの画素点の画素値を互いに
減算して水平方向上の複数の画素差値を取得し、当該水平方向上の複数の画素差値の和を
第１の勾配値として特定し、同様な理由で、当該端末は、当該顔領域の竪立方向に順次隣
接する２つの画素点の画素値を互いに減算して竪立方向上の複数の画素差値を取得し、当
該竪立方向上の複数の画素差値の和を第２の勾配値として特定し、第１の勾配値と第２の
勾配値との和を当該顔領域の勾配累計値として特定することであっても良い。
【０１０６】
　本開示の実施例では、当該端末は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に
基づいて、第３の画像集合における複数枚の画像に対して選別を行って、当該複数枚の画
像のうち顔鮮鋭度が良い画像を取得することができ、これによって、代表画像は表示時の
画像鮮鋭度が向上する。
【０１０７】
　さらに、当該端末は、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行
う時、上記ステップ２０２～２０５によって選別を行って当該類似画像集合の代表画像を
取得しても良く、さらに、上記ステップ２０２、または、上記ステップ２０２～２０３、
または、上記ステップ２０２～２０４によって選別を行って当該類似画像集合の代表画像
を取得しても良く、当然ながら、実際の応用では、当該端末は、さらに、上記ステップ２
０２～２０５のいずれか、または、そのうちの任意複数のステップの組合せの何れかによ
って選別を行って当該類似画像集合の代表画像を取得しても良いが、本開示の実施例では
、これを具体的に限定しない。
【０１０８】
　また、当該端末は、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行う
時、上記ステップ２０２～２０５で言及されている画像の光線品質パラメータ、顔角度、
眼部特徴および顔鮮鋭度などによって選別を行ってもよく、さらに、画像の解像度、コン
トラスト、彩度などの他のパラメータによって選別を行ってもよいが、本開示の実施例で
は、これを具体的に限定しない。
【０１０９】
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　ステップ２０６では、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示する。
【０１１０】
　当該端末が当該複数の類似画像集合の代表画像を表示する操作は、当該端末が、当該複
数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、当該複数の類似画像集
合の代表画像を回転して整列させること、調整した代表画像毎における顔領域のサイズを
等しくするように、回転して整列された代表画像毎を調整すること、調整された代表画像
を所定の動的表示形態で表示することであっても良い。
【０１１１】
　ただし、当該端末は、当該複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにする
ように、当該複数の類似画像集合の代表画像を回転して整列させる時、当該代表画像を左
へ回転しても良いし、右へ回転、水平ターンし、垂直ターン、または任意の角度で回転す
るといったことをしても良いが、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【０１１２】
　また、当該端末は、調整した代表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように、
回転して整列された代表画像毎を調整する時、所定のサイズに基づいて、当該複数枚の代
表画像のうち顔領域が小さい代表画像を拡大し、顔領域が大きい代表画像を縮小すること
で、調整した代表画像毎の顔領域のサイズを等しくしても良い。
【０１１３】
　なお、当該所定のサイズを予め設けても良く、かつ、当該所定のサイズを設ける時、当
該端末のスクリーンサイズに基づいて設けても良いし、当該複数枚の代表画像の何れかに
基づいて設けても良く、例えば、当該端末のスクリーンサイズが４.５インチであり、当
該所定のサイズを２.５インチ、３インチなどに設けても良いが、本開示の実施例では、
これを具体的に限定しない。
【０１１４】
　また、当該端末は、調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示する時、画像の記
憶時間に応じて、当該複数の類似画像集合の代表画像を所定の動的表示形態で表示しても
良いし、当該複数の類似画像集合の代表画像を所定の動的表示形態でランダムに表示して
もよく、これによって、当該代表画像に対応するユーザを中心とするタイム動態アルバム
が形成されて、ユーザに対して非常に強力な迫力および魅力を与えるが、本開示の実施例
では、具体的な動的表示形態を具体的に限定しない。例えば、当該所定の動的表示形態は
、スライドの形態であっても良いし、他の動態の表示形態などであってもよいが、本開示
の実施例では、これを具体的に限定しない。
【０１１５】
　さらに、当該類似画像集合には複数枚の代表画像がある場合、類似する当該複数枚の代
表画像を複数回出現させないで、類似する複数枚の代表画像を表示する時の単調性を回避
するために、当該端末は、当該類似画像集合中の複数枚の代表画像の中から、ランダムに
１枚または２枚選択して表示しても良い。
【０１１６】
　さらに、当該端末は、アルバムを開く旨の指令を受信して、当該アルバムを開けて画像
を表示する時、ユーザが１つの動的表示形態を選択するように、多種の閲覧形態を表示し
てもよく、当該多種の閲覧形態における動態画像の表示命令を受信した時、上記ステップ
２０１～２０６で提供された方法によって、当該アルバムの画像を所定の動的表示形態で
表示しても良い。当然ながら、当該端末は、さらに、上記ステップ２０１～２０６の画像
表示方法をデフォルト表示方法として設けてもよく、次回に当該アルバムを開ける時、自
動で、所定の動的表示形態で画像を表示することができ、これによって、画像表示の効果
が向上し、人に対して非常に強力な迫力および魅力を与える。当該端末は、当該アルバム
の画像を所定の動的表示形態で表示する過程において、または、当該アルバムの画像表示
を完成した後、若し、表示終了命令を受信すれば、当該アルバムの代表画像表示を終了し
ても良い。
【０１１７】
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　ただし、当該端末は、当該多種の閲覧形態を表示する時、アルバムを開く旨の指令を受
信した場合、ユーザが当該多種の閲覧形態から選択するように、当該多種の閲覧形態を直
接に表示しても良いが、当然ながら、当該端末は、さらに、所定のボタンによって行って
も良く、ユーザが当該所定のボタンをクリックした時、プルダウンメニューを表示し、ユ
ーザが当該多種の閲覧形態から選択するように、当該プルダウンメニューには、当該多種
の閲覧形態が含まれてもよく、これによって、閲覧形態を選択する必要がない場合、当該
多種の閲覧形態を直接に表示することに起因して、ユーザに必要ではない迷惑をかけるこ
とが回避される。
【０１１８】
　なお、当該動態画像の表示命令は、当該アルバムの画像を動的表示形態で表示するため
のものであり、かつ、ユーザによってトリガされても良く、当該ユーザは、所定のボタン
などの操作をクリックすることでトリガしても良いが、本開示の実施例では、これを具体
的に限定しない。また、当該表示終了命令は、当該代表画像の表示を終了するためのもの
であり、かつ、ユーザによってトリガされても良く、ユーザは、クリック操作、スライド
操作、スウィンギング操作などの操作によってトリガしても良いが、本開示の実施例では
、これを具体的に限定しない。
【０１１９】
　さらに、当該端末は、上記ステップ２０１～２０６の方式によって、当該アルバムの中
から代表画像を選択して表示しても良いが、当然ながら、当該端末は、さらに、当該アル
バムを開く旨の指令を受信する前に、先ず、当該アルバムにおける画像に対して類似画像
のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、類似画像集合のそれぞれにおけ
る複数枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合の代表画像を取得し、それから
、アルバムを開く旨の指令が受信されると、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示し
ても良く、これによって、画像表示時間が節約され、画像表示効率が向上する。
【０１２０】
　また、当該端末は、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示する時、当該アルバムを
開く旨の指令を受信した場合、当該複数の類似画像集合の代表画像を所定の動的表示形態
で表示しても良いが、当然ながら、当該端末は、さらに、当該アルバムを開く旨の指令を
受信する前に、動態画像表示テンプレートデータベースの中から、１つの動態画像表示テ
ンプレートを選択し、かつ、当該複数の類似画像集合の代表画像を当該動態画像表示テン
プレートに充填して１つの動態画像アルバムを形成し、アルバムを開く旨の指令が受信さ
れると、当該動態画像アルバムを直接表示しても良く、これによって、画像の表示画質が
向上し、人に対して非常に強力な迫力および魅力を与える。
【０１２１】
　なお、当該動態画像表示テンプレートデータベースは、当該端末に予め記憶されても良
いし、当該端末がサーバから取得された動態画像表示テンプレートデータベースであって
も良いが、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
【０１２２】
　さらに、当該端末は、当該アルバムを開く旨の指令を受信する前に、当該アルバムに対
して類似画像をクラスタリングし、かつ、類似画像集合毎に対して選別を行う時、当該ア
ルバムにおける画像が随時に更新され得る、すなわち、ユーザが当該アルバムにおける画
像に対して選択、追加などの動作を随時に行うことができるので、当該アルバムから選別
された代表画像をタイムリー更新するために、当該端末は、周期的に当該アルバムに対し
て類似画像をクラスタリングし、かつ、類似画像集合毎に対して選別を行ってもよく、こ
れによって、選別出された代表画像が更新され、画像の表示正確率が向上する。
【０１２３】
　なお、当該端末が当該アルバムから選別された代表画像を更新する周期期間は、所定の
周期、例えば、１週間、２週間、一ヶ月などであってもよく、当然ながら、当該端末は、
アルバムにおける画像更新の数が所定の数であると特定する時に一回更新しても良く、例
えば、当該所定の数が１０、２０などであってもよいが、本開示の実施例では、これを具
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体的に限定しない。
【０１２４】
　本開示の実施例では、当該端末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、当該アル
バムにおける画像に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得
し、当該複数の類似画像集のそれぞれについて、それぞれ光線品質パラメータ、顔角度、
眼部特徴及び顔鮮鋭度に基づいて、当該類似画像集合における複数枚の画像に対して選別
を行って、当該類似画像集合のうち画質が良い代表画像を取得し、当該複数の類似画像集
合のうち画像品質が良い代表画像を所定の動的表示形態で表示し、これによって、当該ア
ルバムの表示形態が豊富されるとともに、当該代表画像の表示効果が向上して、人に対し
て非常に強力な迫力および魅力を与える。
【０１２５】
　図４は、ある例示的な実施例に係る画像表示装置を示すブロック図である。図４を参照
すると、当該装置は、クラスタリングモジュール４０１と、選別モジュール４０２と、表
示モジュール４０３と、を備える。
【０１２６】
　クラスタリングモジュール４０１は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバ
ムにおける画像に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得す
るためのものである。
【０１２７】
　選別モジュール４０２、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を
行って当該類似画像集合の代表画像を取得するためのものである。
【０１２８】
　表示モジュール４０３は、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示するためのもので
ある。
【０１２９】
　本開示の別の実施例では、図５を参照すると、当該選別モジュール４０２は、第１の選
択手段４０２１を有する。
【０１３０】
　第１の選択手段４０２１は、当該複数の類似画像集合のそれぞれについて、当該類似画
像集合における複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よりも小さい光
線品質パラメータの画像を当該類似画像集合から選択して第１の画像集合を取得するため
のものである。
【０１３１】
　本開示の別の実施例では、図６を参照すると、当該選別モジュール４０２は、第２の選
択手段４０２２をさらに有する。
【０１３２】
　第２の選択手段４０２２は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて
、顔角度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の画像集合を
取得するためのものである。
【０１３３】
　本開示の別の実施例では、図７を参照すると、当該選別モジュール４０２は、第３の選
択手段４０２３をさらに有する。
【０１３４】
　第３の選択手段４０２３は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特徴に基づい
て、目非閉じ画像を第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得するためのもので
ある。
【０１３５】
　本開示の別の実施例では、図８を参照すると、当該選別モジュール４０２は、第４の選
択手段４０２４をさらに有する。
【０１３６】
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　第４の選択手段４０２４は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づい
て、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して当該類似画像集合
の代表画像を取得するためのものである。
【０１３７】
　本開示の別の実施例では、図９を参照すると、当該選別モジュール４０２は、変換手段
４０２５と、第１の特定手段４０２６と、第２の特定手段４０２７と、第３の特定手段４
０２８と、をさらに有する。
【０１３８】
　変換手段４０２５は、当該類似画像集合における複数枚の画像を階調図に変換するため
のものである。
【０１３９】
　第１の特定手段４０２６は、当該複数枚の画像のそれぞれについて、当該画像に対応す
る階調図の中から、階調値が第１の階調閾値よりも小さい画素点の第１の個数を特定し、
かつ、階調値が第２の階調閾値よりも大きい画素点の第２の個数を特定するためのもので
ある。
【０１４０】
　第２の特定手段４０２７は、当該階調図における全ての画素点の個数である総個数に第
１の個数が占める第１の比例を特定し、かつ、当該総個数に第２の個数が占める第２の比
例を特定するためのものである。
【０１４１】
　第３の特定手段４０２８は、第１の比例と第２の比例とに基づいて、当該画像の光線品
質パラメータを特定するためのものである。
【０１４２】
　本開示の別の実施例では、図１０を参照すると、当該選別モジュール４０２は、第１の
取得手段４０２９と、第５の選択手段４０２１０と、第４の特定手段４０２１１と、第５
の特定手段４０２１２と、をさらに有する。
【０１４３】
　第１の取得手段４０２９は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点を取得す
るためのものである。
【０１４４】
　第５の選択手段４０２１０は、当該複数枚の画像のそれぞれについて、当該画像の中か
ら、鼻を中心として左右対称である特徴点である第１の特徴点および第２の特徴点を選択
するためのものである。
【０１４５】
　第４の特定手段４０２１１は、第１の特徴点と所定の特徴点との第１の距離を特定し、
かつ、第２の特徴点と所定の特徴点との第２の距離を特定するためのものである。
【０１４６】
　第５の特定手段４０２１２は、第１の距離と第２の距離とに基づいて、当該画像の顔角
度を特定するためのものである。
【０１４７】
　本開示の別の実施例では、図１１を参照すると、当該選別モジュール４０２は、第２の
取得手段４０２１３と、第６の特定手段４０２１４と、第７の特定手段４０２１５と、を
さらに有する。
【０１４８】
　第２の取得手段４０２１３は、第３の画像集合の複数枚の画像のそれぞれについて、当
該画像の顔領域に含まれている画素点毎の画素値を取得するためのものである。
【０１４９】
　第６の特定手段４０２１４は、画素点毎の画素値に基づいて、当該顔領域の勾配累計値
を特定するためのものである。
【０１５０】
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　第７の特定手段４０２１５は、当該勾配累計値を当該画像の顔鮮鋭度として特定するた
めのものである。
【０１５１】
　本開示の別の実施例では、図１２を参照すると、当該表示モジュール４０３は、回転手
段４０３１と、調整手段４０３２と、表示手段４０３３と、を有する。
【０１５２】
　回転手段４０３１は、当該複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにする
ように、当該複数の類似画像集合の代表画像を回転して整列させるためのものである。
【０１５３】
　調整手段４０３２は、調整した代表画像毎における顔領域のサイズを等しくするように
、回転して整列された代表画像毎を調整するためのものである。
【０１５４】
　表示手段４０３３は、調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示するためのもの
である。
【０１５５】
　本開示の別の実施例では、当該類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダム
に１枚または２枚選択して表示する。
【０１５６】
　本開示の実施例では、当該端末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバム
における画像に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、
類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合
のうち画質が良い代表画像を取得し、当該複数の類似画像集合のうち画質が良い代表画像
を表示し、これによって、当該複数の類似画像集合の代表画像の表示効果が向上する。
【０１５７】
　上記実施例に係る装置における各モジュールが操作を実施する具体的な形態は、当該方
法に係る実施例において詳細に記述されているため、ここで繰り返し説明しない。
【０１５８】
　図１３は、ある例示的な実施例に係る画像表示に用いられる装置１３００を示すブロッ
ク図である。例えば、装置１３００は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャ
スト端末、メッセージ送受信機、ゲーム機、タブレットデバイス、医療機器、フィットネ
ス機器、ＰＤＡ等のものであってもよい。
【０１５９】
　図１３を参照すると、装置１３００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処
理ユニット１３０２、メモリ１３０４、電源ユニット１３０６、マルチメディアユニット
１３０８、オーディオユニット１３１０、入力・出力（Ｉ/Ｏ）インターフェース１３１
２、センサユニット１３１４及び通信ユニット１３１６を備えてもよい。
【０１６０】
　処理ユニット１３０２は通常、装置１３００の全般操作、例えば、表示、電話発呼、デ
ータ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット１３０２は
、前記方法のステップの全部又は一部を実行するように、命令を実行する１つ又は複数の
プロセッサ１３２０を備えてもよい。また、処理ユニット１３０２は、処理ユニット１３
０２と他のユニットとの間の相互作用を容易にするように、１つ又は複数のモジュールを
備えてもよい。例えば、処理ユニット１３０２は、マルチメディアユニット１３０８と処
理ユニット１３０２との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを
備えてもよい。
【０１６１】
　メモリ１３０４は、装置１３００での操作をサポートするために、各種別のデータを記
憶するように構成される。これらのデータの例示は、装置１３００で操作する如何なるア
プリケーションプログラムまたは方法の命令、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ
、ピクチャ、映像などを含む。メモリ１３０４は、如何なる種別の揮発性もしくは不揮発
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性記憶デバイスまたはそれらの組合せ、例えば、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ
）、電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能
なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモ
リ（ＰＲＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気
ディスクまたは光ディスクによって実現されてもよい。
【０１６２】
　電源ユニット１３０６は、装置１３００のユニットのそれぞれに電力を供給する。電源
ユニット１３０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、装置１３００
用の電力を生成、管理および配分するに関する他のユニットを含んでもよい。
【０１６３】
　マルチメディアユニット１３０８は、前記装置１３００とユーザとの間に１つの出力イ
ンターフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンは、タ
ッチパネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとし
て実現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェス
チャーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、
タッチまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操
作と関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マ
ルチメディアユニット１３０８は、１つのフロントカメラおよび/またはバックカメラを
含む。装置１３００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フ
ロントカメラおよび/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信するこ
とができる。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズ
システムであってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであってもよい
。
【０１６４】
　オーディオユニット１３１０は、オーディオ信号を出力および/または入力するように
構成される。例えば、オーディオユニット１３１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、装置１
３００が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき
、マイクは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信
号は、さらに、メモリ１３０４に記憶される、または、通信ユニット１３１６を介して送
信されることができる。一部の実施例では、オーディオユニット１３１０は、さらに、オ
ーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含む。
【０１６５】
　Ｉ/Ｏインターフェース１３１２は、処理ユニット１３０２とペリフェラルインターフ
ェースモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルイ
ンターフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよ
い。これらのボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロッ
クボタンを含んでも良いが、それらに限定されない。
【０１６６】
　センサユニット１３１４は、様々な側面での状態推定を装置１３００に供給するための
１つまたは複数のセンサを含む。例えば、センサユニット１３１４は、装置１３００のオ
ン/オフ状態、ユニットの相対位置を検出することができ、例えば、前記ユニットは、装
置１３００のディスプレイおよびキーパッドである。センサユニット１３１４は、さらに
、装置１３００もしくは装置１３００の１つのユニットの位置変更、ユーザと装置１３０
０との接触の存在もしくは不存在、装置１３００の方位または加速/減速および装置１３
００の温度変化をさらに検出することができる。センサユニット１３１４は、如何なる物
理的接触もないとき、近辺にある物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい
。センサユニット１３１４は、さらに、イメージングアプリケーションに使用される光セ
ンサ、例えばＣＭＯＳまたはＣＣＤ画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該
センサユニット１３１４は、さらに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力
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センサ、または温度センサを含んでも良い。
【０１６７】
　通信ユニット１３１６は、装置１３００と他の機器間の無線または有線方式の通信が便
利になるように構成される。装置１３００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例え
ば、ＷｉＦｉ、２Ｇもしくは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。
ある実施例では、通信ユニット１３１６は、外部ブロードキャスト管理システムからのブ
ロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報を、ブロードキャストチャネルを介
して受信する。ある実施例では、前記通信ユニット１３１６は、さらに、短距離通信を容
易にするように、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでも良い。例えば、Ｎ
ＦＣモジュールでは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外データ協会（ＩｒＤＡ）技
術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術および他の技術
によって実現されてもよい。
【０１６８】
　実施例では、装置１３００は、上記インテリジェントシーン削除方法を実行するための
１つ又は複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコント
ローラ、マイクロプロセッサまたは他の電子部品によって実現されてもよい。
【０１６９】
　実施例では、命令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、命令
を含むメモリ１３０４をさらに提供し、上記命令が装置１３００のプロセッサ１３２０に
よって実行されることで上述した方法を実施させることができる。例えば、前記非一時的
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク（登録商標）および光データ記憶機器な
どであっても良い。
【０１７０】
　非一時的コンピュータ可読記録媒体は、前記記録媒体における命令が端末のプロセッサ
により実行されると、移動端末が画像表示方法を実行するようにする。前記方法は、アル
バム開け指令を受信した時、アルバムにおける画像に対して類似画像のクラスタリングを
行って複数の類似画像集合を取得するステップと、類似画像集合のそれぞれにおける複数
枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合の代表画像を取得するステップと、当
該複数の類似画像集合の代表画像を表示するステップと、を含む。
【０１７１】
　本開示の別の実施例では、類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別
を行って前記類似画像集合の代表画像を取得するステップは、当該類似画像集合における
複数枚の画像の光線品質パラメータに基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメー
タの画像を当該類似画像集合から選択して第１の画像集合を取得するステップを含む。
【０１７２】
　本開示の別の実施例では、当該方法は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度
に基づいて、顔角度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の
画像集合を取得するステップをさらに含む。
【０１７３】
　本開示の別の実施例では、当該方法は、第２の画像集合における複数枚の画像の眼部特
徴に基づいて、目非閉じ画像を第２の画像集合から選択して第３の画像集合を取得するス
テップをさらに含む。
【０１７４】
　本開示の別の実施例では、当該方法は、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭
度に基づいて、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して、当該
類似画像集合の代表画像を取得するステップをさらに含む。
【０１７５】
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　本開示の別の実施例では、当該類似画像集合における複数枚の画像の光線品質パラメー
タに基づいて、光線閾値よりも小さい光線品質パラメータの画像を当該類似画像集合から
選択して第１の画像集合を取得するステップの前には、当該方法は、当該類似画像集合に
おける複数枚の画像を階調図に変換するステップと、当該複数枚の画像のそれぞれについ
て、当該画像に対応する階調図の中から、階調値が第１の階調閾値よりも小さい画素点の
第１の個数を特定し、かつ、階調値が第２の階調閾値よりも大きい画素点の第２の個数を
特定するステップと、当該階調図における全ての画素点の個数である総個数に第１の個数
が占める第１の比例を特定し、かつ、当該総個数に第２の個数が占める第２の比例を特定
するステップと、第１の比例と第２の比例とに基づいて、前記画像の光線品質パラメータ
を特定するステップとを、さらに含む。
【０１７６】
　本開示の別の実施例では、第１の画像集合における複数枚の画像の顔角度に基づいて、
顔角度が所定の角度範囲内にある画像を第１の画像集合から選択して第２の画像集合を取
得するステップの前には、当該方法は、第１の画像集合における複数枚の画像の顔特徴点
を取得するステップと、当該複数枚の画像のそれぞれについて、当該画像の中から、鼻を
中心として左右対称である特徴点である第１の特徴点および第２の特徴点を選択するステ
ップと、第１の特徴点と当該所定の特徴点との第１の距離を特定し、かつ、第２の特徴点
と当該所定の特徴点との第２の距離を特定するステップと、第１の距離と第２の距離に基
づいて、当該画像の顔角度を特定するステップと、をさらに含む。
【０１７７】
　本開示の別の実施例では、第３の画像集合における複数枚の画像の顔鮮鋭度に基づいて
、顔鮮鋭度が所定の鮮鋭度以上の画像を第３の画像集合から選択して、当該類似画像集合
の代表画像を取得するステップの前には、当該方法は、さらに、第３の画像集合の複数枚
の画像のそれぞれについて、当該画像の顔領域に含まれている画素点毎の画素値を取得す
るステップと、画素点毎の画素値に基づいて、当該顔領域の勾配累計値を特定するステッ
プと、当該勾配累計値を当該画像の顔鮮鋭度として特定するステップと、をさらに含む。
【０１７８】
　本開示の別の実施例では、当該複数の類似画像集合の代表画像を表示するステップは、
当該複数の類似画像集合の代表画像における顔方向を同じにするように、当該複数の類似
画像集合の代表画像を回転して整列させるステップと、調整した代表画像毎における顔領
域のサイズを等しくするように、回転して整列された代表画像毎を調整するステップと、
調整された代表画像を所定の動的表示形態で表示するステップと、をさらに含む。
【０１７９】
　本開示の別の実施例では、当該類似画像集合に複数枚の代表画像がある場合、ランダム
に１枚または２枚選択して表示する。
【０１８０】
　本開示の実施例では、当該端末は、アルバムを開く旨の指令が受信されると、アルバム
における画像に対して類似画像のクラスタリングを行って複数の類似画像集合を取得し、
類似画像集合のそれぞれにおける複数枚の画像に対して選別を行って、当該類似画像集合
のうち画質が良い代表画像を取得し、当該複数の類似画像集合のうち画質が良い代表画像
を表示し、これによって、当該複数の類似画像集合の代表画像の表示効果が向上する。
【０１８１】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を介して、
本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本発明は、本発明に対する任意の
変形、用途、又は適応的な変化を含み、このような変形、用途、又は適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知知識、又は通常
の技術手段を含む。明細書及び実施例は、単に例示的なものであって、本発明の本当の範
囲と要旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【０１８２】
　本発明は、以上で記載され、且つ図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を
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離脱しない状況で、様々な修正や変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付される特
許請求の範囲のみにより限定される。
【０１８３】
　本願は、出願番号が２０１５１０４５２００３.３であって、出願日が２０１５年７月
２８日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願の内容の全てを参
照のため本願に援用する。
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